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変更の事由及び変更点

＜大学院薬学研究科薬科学専攻、薬学専攻＞

①教育内容等の改善のための組織的な研修等（第２条の３）

授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するための

一部改正であります。

②情報の積極的な提供（第２条の４）

情報の積極的な提供をおこなうことによる一部改正であります。

③組織（第３条）

薬学研究科に薬科学専攻博士課程及び薬学専攻博士課程を置くことによる一部改

正であります。

④課程（第４条）

薬科学専攻博士課程及び薬学専攻博士課程の標準修業年限を定めたことによる一

部改正であります。

⑤教育研究上の目的（第４条の２）

薬科学専攻博士課程及び薬学専攻博士課程の教育研究上の目的を定めたことによ

る一部改正であります。

⑥在学年数（第５条）

薬科学専攻博士課程及び薬学専攻博士課程の在学年数を定めたことによる一部改

正であります。

⑦収容定員（第６条）

薬科学専攻博士課程の入学定員を「３名」、収容定員を「９名」、薬学専攻博士

課程の入学定員を「３名」、収容定員を「１２名」と定めたことによる一部改正

であります。

⑧学科目単位及び履修方法（第１０条）

薬科学専攻博士課程、薬学専攻博士課程の授業科目を定めたことによる一部改正

であります。
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⑨課程修了（第１５条）

薬科学専攻博士課程、薬学専攻博士課程の課程修了を定めたことによる一部改

正であります。

⑩学位論文（第１６条）

薬科学専攻博士課程、薬学専攻博士課程の学位論文について定めたことによる一

部改正であります。

⑪論文の提出（第１７条）

薬科学専攻博士課程、薬学専攻博士課程の論文の提出について定めたことによる

一部改正であります。

⑫最終試験（第１８条）

薬科学専攻博士課程、薬学専攻博士課程の最終試験について定めたことによる一

部改正であります。

⑬学位授与（第２１条）

薬科学専攻博士課程の学位を「博士（薬科学）」、薬学専攻博士課程の学位を「博

士（薬学）」と定めたことによる一部改正であります。

⑭入学資格（第２３条）

薬科学専攻博士課程、薬学専攻博士課程の入学資格を定めたことによる一部改正

であります。

⑮進学、編入学（第２７条、第２８条）

薬科学専攻博士課程への進学及び薬科学専攻博士課程、薬学専攻博士課程への編

入学について定めたことによる一部改正であります。

⑯その他

文言の修正並びに条項の繰り上げによる一部改正であります。

⑰附則関係

本学則は、平成２４年４月１日から施行いたします。

以 上
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東

北

薬

科

大

学

大

学

院

学

則

の

一

部

改

正

新
旧
比
較
対
照
表

改

正

後

改

正

前

摘

要

第
一
章

総

則

第
一
章

総

則

（
設
置
）

（
設
置
）

第
一
条

東
北
薬
科
大
学
に
大
学
院
を
置
く
。

第
一
条

東
北
薬
科
大
学
に
大
学
院
を
お
く
。

（
教
育
内
容
等
の
改
善
の
た
め
の
組
織
的
な
研
修
等
）

（

新

設

）

第
二
条
の
３

本
大
学
院
は
、
授
業
の
内
容
及
び
方
法
の
改
善
を
図
る
た
め
の
組
織

的
な
研
修
及
び
研
究
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
積
極
的
な
提
供
）

（

新

設

）

第
二
条
の
４

本
大
学
院
は
、
そ
の
教
育
研
究
活
動
等
の
状
況
に
つ
い
て
、
刊
行
物

へ
の
掲
載
そ
の
他
広
く
周
知
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
、
積
極
的
に

情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
組
織
）

（
組
織
）

第
三
条

本
大
学
院
に
薬
学
研
究
科
（
以
下
「
本
研
究
科
」
と
い
う
。
）
薬
科
学
専

第
三
条

本
大
学
院
に
薬
学
研
究
科
（
以
下
「
本
研
究
科
」
と
い
う
）
薬
科
学
専
攻

攻
、
博
士
課
程
及
び
薬
学
専
攻
、
博
士
課
程
を
置
く
。

、
修
士
課
程
を
置
く
。

（
課
程
）

（
課
程
）

第
四
条

本
研
究
科
の
薬
科
学
専
攻
の
博
士
課
程
は
、
標
準
修
業
年
限
を
五
年
と
し

第
四
条

本
研
究
科
の
修
士
課
程
の
標
準
修
業
年
限
は
二
年
と
す
る
。

、
前
期
二
年
の
課
程
（
以
下
「
前
期
課
程
」
と
い
う
。
）
及
び
後
期
三
年
の
課
程

（
以
下
「
後
期
課
程
」
と
い
う
。
）
に
区
分
し
、
前
期
課
程
は
修
士
課
程
と
し
て

取
り
扱
う
。

２

薬
学
専
攻
の
博
士
課
程
は
、
標
準
修
業
年
限
四
年
の
薬
学
を
履
修
す
る
課
程
（

２

（

新

設

）

以
下
「
薬
学
履
修
課
程
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
教
育
研
究
上
の
目
的
）

（
教
育
研
究
上
の
目
的
）

第
四
条
の
２

前
期
課
程
に
お
い
て
は
、
創
薬
科
学
な
ど
の
生
命
科
学
を
中
心
と
す

第
四
条
の
２

薬
科
学
専
攻
に
お
い
て
は
、
創
薬
科
学
な
ど
の
生
命
科
学
を
中
心
と



- 4 -

改

正

後

改

正

前

摘

要

る
専
門
分
野
の
研
究
の
遂
行
に
必
要
な
基
本
知
識
と
技
術
を
修
得
さ
せ
、
研
究
者

す
る
専
門
分
野
の
研
究
の
遂
行
に
必
要
な
基
本
知
識
と
技
術
を
修
得
さ
せ
、
研
究

な
ど
の
多
様
な
人
材
を
養
成
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
。

者
な
ど
の
多
様
な
人
材
を
養
成
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
。

２

後
期
課
程
に
お
い
て
は
、
創
薬
科
学
な
ど
の
生
命
科
学
を
中
心
と
す
る
専
門
分

２

（

新

設

）

野
に
つ
い
て
、
高
度
の
研
究
能
力
及
び
豊
か
な
学
識
を
養
い
、
国
民
の
健
康
及
び

福
祉
の
発
展
に
貢
献
で
き
る
研
究
者
な
ど
の
多
様
な
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
主

た
る
目
的
と
す
る
。

３

薬
学
履
修
課
程
に
お
い
て
は
、
医
療
薬
学
分
野
に
つ
い
て
、
薬
物
治
療
に
関
す

３

（

新

設

）

る
高
度
か
つ
先
端
的
な
知
識
と
技
術
を
有
し
、
高
度
医
療
を
支
え
る
薬
剤
師
及
び

医
療
薬
学
分
野
で
活
躍
す
る
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
。

（
在
学
年
数
）

（
在
学
年
数
）

第
五
条

前
期
課
程
は
、
四
年
を
超
え
て
在
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
五
条

修
士
課
程
は
、
四
年
を
超
え
て
在
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

後
期
課
程
は
、
六
年
を
超
え
て
在
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

（

新

設

）

３

薬
学
履
修
課
程
は
、
八
年
を
超
え
て
在
学
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

（

新

設

）

（
収
容
定
員
）

（
収
容
定
員
）

第
六
条

本
研
究
科
の
収
容
定
員
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
六
条

本
研
究
科
の
収
容
定
員
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

研
究
科

専
攻
名

課

程

入
学

収
容

研
究
科

専
攻
名

課

程

入
学

収
容

定
員

定
員

定
員

定
員

博
士
課
程

二
〇

四
〇

前

期

課

程

薬

学

薬
科
学
専
攻

薬
科
学
専
攻

修

士

課

程

二
〇

四
〇

薬

学

博
士
課
程

三

九

研
究
科

研
究
科

後

期

課

程

薬
学
専
攻

博

士

課

程

三

十
二
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改

正

後

改

正

前

摘

要

第
二
章

教
育
・
学
科
目
・
履
修
方
法

第
二
章

教
育
・
学
科
目
・
履
修
方
法

（
学
科
目
単
位
及
び
履
修
方
法
）

（
学
科
目
単
位
及
び
履
修
方
法
）

第
十
条

本
研
究
科
の
教
育
は
、
別
表
第
１
、
第
２
及
び
第
３
に
定
め
る
授
業
科
目

第
十
条

本
研
究
科
の
教
育
は
、
授
業
科
目
の
別
表
第
１
に
定
め
る
授
業
及
び
学
位

の
授
業
及
び
学
位
論
文
等
に
対
す
る
指
導
（
以
下
「
研
究
指
導
」
と
い
う
。
）
に

論
文
等
に
対
す
る
指
導
に
よ
っ
て
行
う
。

よ
っ
て
行
う
。

（
他
の
大
学
の
大
学
院
又
は
研
究
所
等
に
お
け
る
指
導
）

（
他
の
大
学
の
大
学
院
又
は
研
究
所
等
に
お
け
る
指
導
）

第
十
一
条
の
２

教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
大
学
の
大
学
院
又
は
研
究

第
十
一
条
の
２

教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
他
の
大
学
院
又
は
研
究
所
等
に

所
等
に
お
い
て
必
要
な
研
究
指
導
を
受
け
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

お
い
て
必
要
な
研
究
指
導
を
受
け
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

だ
し
、
前
期
課
程
の
学
生
に
つ
い
て
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
研
究
指
導
を
受
け

当
該
研
究
指
導
を
受
け
る
期
間
は
、
一
年
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

る
期
間
は
、
一
年
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

２

（

略

）

２

（

略

）

第
三
章

試
験
・
課
程
修
了

第
三
章

試
験
・
課
程
修
了

（
入
学
前
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
）

（
入
学
前
の
既
修
得
単
位
等
の
認
定
）

第
十
三
条
の
２

本
大
学
院
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生
が
本
大
学

第
十
三
条
の
２

大
学
院
は
、
教
育
上
有
益
と
認
め
る
と
き
は
、
学
生
が
本
大
学
院

院
に
入
学
す
る
前
に
大
学
院
に
お
い
て
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
修
得
し
た

に
入
学
す
る
前
に
大
学
院
に
お
い
て
履
修
し
た
授
業
科
目
に
つ
い
て
修
得
し
た
単

単
位
（
科
目
等
履
修
生
と
し
て
修
得
し
た
単
位
を
含
む
。
）
を
、
本
大
学
院
に
入

位
（
科
目
等
履
修
生
と
し
て
修
得
し
た
単
位
を
含
む
。
）
を
、
本
大
学
院
に
入
学

学
し
た
後
の
本
大
学
院
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み

し
た
後
の
本
大
学
院
に
お
け
る
授
業
科
目
の
履
修
に
よ
り
修
得
し
た
も
の
と
み
な

な
す
こ
と
が
で
き
る
。

す
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（

略

）

２
～
４

（

略

）

（
課
程
修
了
）

（
課
程
修
了
）

第
十
五
条

本
研
究
科
の
前
期
課
程
を
修
了
し
よ
う
と
す
る
者
は
同
課
程
に
二
年
以

第
十
五
条

本
研
究
科
を
修
了
し
よ
う
と
す
る
者
は
同
課
程
に
二
年
以
上
在
学
し
て

上
在
学
し
て
、
三
十
単
位
以
上
修
得
し
、
か
つ
、
必
要
な
研
究
指
導
を
受
け
た
上

、
三
十
単
位
以
上
修
得
し
、
か
つ
、
必
要
な
研
究
指
導
を
受
け
た
上
、
修
士
学
位

、
修
士
学
位
論
文
の
審
査
及
び

終
試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

論
文
の
審
査
及
び

終
試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

後
期
課
程
を
修
了
す
る
た
め
に
は
、
同
課
程
に
三
年
以
上
在
学
し
て
、
二
十
八

２

（

新

設

）

単
位
以
上
修
得
し
、
か
つ
必
要
な
研
究
指
導
を
受
け
た
上
、
博
士
学
位
論
文
を
提

出
し
て
、
そ
の
審
査
及
び

終
試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

薬
学
履
修
課
程
を
修
了
す
る
た
め
に
は
、
同
課
程
に
四
年
以
上
在
学
し
て
、
四

３

（

新

設

）

十
二
単
位
以
上
修
得
し
、
か
つ
、
必
要
な
研
究
指
導
を
受
け
た
上
、
博
士
学
位
論

文
を
提
出
し
て
、
そ
の
審
査
及
び

終
試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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改

正

後

改

正

前

摘

要

（
学
位
論
文
）

（
学
位
論
文
）

第
十
六
条

修
士
学
位
論
文
は
、
当
該
専
攻
科
目
の
専
門
分
野
に
お
け
る
精
深
な
る

第
十
六
条

修
士
学
位
論
文
は
、
当
該
専
攻
科
目
の
専
門
分
野
に
お
け
る
精
深
な
る

学
識
と
研
究
能
力
又
は
高
度
の
専
門
性
を
要
す
る
職
業
等
に
必
要
な
高
度
な
能
力

学
識
と
研
究
能
力
又
は
高
度
の
専
門
性
を
要
す
る
職
業
等
に
必
要
な
高
度
な
能
力

を
証
左
す
る
に
足
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
証
左
す
る
に
足
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

博
士
学
位
論
文
は
、
当
該
専
攻
科
目
の
専
門
分
野
に
お
い
て
、
研
究
者
と
し
て

２

（

新

設

）

自
立
し
て
研
究
活
動
を
行
う
に
必
要
な
高
度
の
研
究
能
力
及
び
従
来
の
学
術
水
準

に
新
し
い
知
見
を
加
え
て
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
も
の
に
足
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
論
文
の
提
出
）

（
論
文
の
提
出
）

第
十
七
条

修
士
学
位
論
文
は
、
前
期
課
程
に
一
年
以
上
在
学
し
、
第
十
五
条
で
定

第
十
七
条

修
士
学
位
論
文
は
、
前
期
課
程
に
一
年
以
上
在
学
し
、
第
十
五
条
で
定

め
る
単
位
を
修
得
し
、
研
究
指
導
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
提
出
す
る
こ
と
が
で

め
る
単
位
を
修
得
し
、
研
究
指
導
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

き
な
い
。

２

修
士
学
位
論
文
は
、
本
研
究
科
委
員
会
が
指
示
し
た
期
日
ま
で
に
提
出
し
な
け

２

修
士
学
位
論
文
は
、
本
研
究
科
委
員
会
が
指
示
し
た
期
日
ま
で
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

博
士
学
位
論
文
は
、
後
期
課
程
に
あ
っ
て
は
二
年
以
上
、
薬
学
履
修
課
程
に
あ

３

（

新

設

）

っ
て
は
三
年
以
上
在
学
し
、
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
で
定
め
る
単
位
を
そ

れ
ぞ
れ
修
得
し
、
研
究
指
導
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

４

博
士
学
位
論
文
は
在
学
中
に
提
出
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

４

（

新

設

）

５

前
項
の
期
間
内
に
博
士
学
位
論
文
を
提
出
し
な
い
で
退
学
し
た
者
の
う
ち
、
後

５

（

新

設

）

期
課
程
に
あ
っ
て
は
三
年
以
上
、
薬
学
履
修
課
程
に
あ
っ
て
は
四
年
以
上
在
学
し

、
か
つ
、
必
要
な
研
究
指
導
を
受
け
た
者
は
、
退
学
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年

以
内
に
限
り
、
博
士
学
位
論
文
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

終
試
験
）

（

終
試
験
）

第
十
八
条

終
試
験
は
、
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
三
十
単
位
以
上
を
修
得
し
、

第
十
八
条

終
試
験
は
、
三
十
単
位
以
上
を
修
得
し
、
必
要
な
研
究
指
導
を
受
け

必
要
な
研
究
指
導
を
受
け
て
修
士
学
位
論
文
を
提
出
し
た
者
に
対
し
て
行
う
。
後

て
修
士
学
位
論
文
を
提
出
し
た
者
に
対
し
て
行
う
。

期
課
程
に
あ
っ
て
は
二
十
八
単
位
以
上
、
薬
学
履
修
課
程
に
あ
っ
て
は
四
十
二
単

位
以
上
を
修
得
し
、
必
要
な
研
究
指
導
を
受
け
て
博
士
学
位
論
文
を
提
出
し
た
者

に
対
し
て
行
う
。

２

（

略

）

２

（

略

）
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第
四
章

学

位

第
四
章

学

位

（
学
位
授
与
）

（
学
位
授
与
）

第
二
十
一
条

本
研
究
科
に
所
定
の
期
間
在
学
し
て
第
十
五
条
で
定
め
る
単
位
を
修

第
二
十
一
条

本
研
究
科
に
所
定
の
期
間
在
学
し
て
第
十
五
条
で
定
め
る
単
位
を
修

得
し
、
学
位
論
文
の
審
査
及
び

終
試
験
に
合
格
と
判
定
さ
れ
た
者
に
は
、
大
学

得
し
、
学
位
論
文
の
審
査
及
び

終
試
験
に
合
格
と
判
定
せ
ら
れ
た
者
に
は
、
大

院
の
課
程
を
修
了
し
た
者
と
し
て
、
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は
、
修
士
（
薬

学
院
の
課
程
を
修
了
し
た
者
と
し
て
、
博
士
課
程
前
期
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は

科
学
）
、
後
期
課
程
を
修
了
し
た
者
に
は
、
博
士(

薬
科
学)

、
薬
学
履
修
課
程
を

、
修
士
（
薬
科
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
。

修
了
し
た
者
に
は
、
博
士(
薬
学)

の
学
位
を
授
与
す
る
。

第
五
章

入
学
、
再
入
学
、
進
学
、
編
入
学
、
転
入
学
、
退
学
、
除
籍
、
復
籍

第
五
章

入
学
、
再
入
学
、
転
入
学
、
退
学
、
除
籍
、
復
籍

（
入
学
資
格
）

（
入
学
資
格
）

第
二
十
三
条

本
研
究
科
前
期
課
程
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
次
の
と
お
り

第
二
十
三
条

本
研
究
科
修
士
課
程
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
次
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

（
１
）
大
学
を
卒
業
し
た
者

（
１
）
大
学
を
卒
業
し
た
者

（
２
）
外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
十
六
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者

（
２
）
外
国
に
お
い
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
十
六
年
の
課
程
を
修
了
し
た
者

（
３
）
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
者

（
３
）
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
し
た
者

（
４
）
大
学
に
三
年
以
上
在
学
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
学
校
教
育
に
お
け
る

（
４
）
大
学
に
三
年
以
上
在
学
し
、
又
は
外
国
に
お
い
て
学
校
教
育
に
お
け
る

十
五
年
の
課
程
を
修
了
し
、
大
学
院
に
お
い
て
、
所
定
の
単
位
を
優
れ

十
五
年
の
課
程
を
修
了
し
、
大
学
院
に
お
い
て
、
所
定
の
単
位
を
優
れ

た
成
績
を
も
っ
て
修
得
し
た
も
の
と
認
め
た
者

た
成
績
を
も
っ
て
修
得
し
た
も
の
と
認
め
た
者

（
５
）
そ
の
他
本
大
学
院
に
お
い
て
、
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学

（
５
）
そ
の
他
本
大
学
院
に
お
い
て
、
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学

力
が
あ
る
と
認
め
た
者

力
が
あ
る
と
認
め
た
者

２

後
期
課
程
に
入
学
、
編
入
学
、
転
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
次
の
と
お
り

２

（

新

設

）

と
す
る
。

（
１
）
大
学
院
薬
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
（
修
士
課
程
）
を
修
了
し
た
者

（
２
）
大
学
の
理
科
系
大
学
院
博
士
前
期
（
修
士
課
程
）
を
修
了
し
た
者

（
３
）
外
国
の
大
学
の
大
学
院
に
お
い
て
、
修
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者

（
４
）
本
大
学
院
に
お
い
て
、
個
別
の
入
学
資
格
審
査
に
よ
り
、
修
士
の
学
位

を
有
す
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
も
の
で
、
二
十
四

歳
に
達
し
た
者

３

薬
学
履
修
課
程
に
入
学
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

３

（

新

設

）

（
１
）
大
学
の
薬
学
（
臨
床
に
係
る
実
践
的
な
能
力
を
培
う
こ
と
を
主
た
る
目

的
と
す
る
学
部
又
は
学
科
に
限
る
。
）
を
履
修
す
る
課
程
を
卒
業
し
た

者
で
薬
剤
師
免
許
を
有
す
る
者

（
２
）
薬
学
系
の
大
学
院
博
士
前
期
課
程
（
修
士
課
程
）
を
修
了
し
た
者
で
薬
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剤
師
免
許
を
有
す
る
者

（
３
）
本
大
学
院
に
お
い
て
、
個
別
の
入
学
資
格
審
査
に
よ
り
、
修
士
の
学
位

を
有
す
る
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
た
も
の
で
、
薬
剤
師

免
許
を
有
し
二
十
四
歳
に
達
し
た
者

（
進

学
）

（

新

設

）

第
二
十
七
条

本
研
究
科
前
期
課
程
を
修
了
し
て
引
続
き
後
期
課
程
に
進
学
す
る
こ

と
を
願
い
出
た
者
に
対
し
て
は
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
選
考
の
上
、
進
学
を

許
可
す
る
。

（
編
入
学
）

（

新

設

）

第
二
十
八
条

他
の
大
学
の
大
学
院
前
期
課
程(

又
は
修
士
課
程)

を
修
了
し
た
者
が

、
本
研
究
科
後
期
課
程
に
編
入
学
を
願
い
出
た
と
き
は
、
選
考
の
上
、
編
入
学
を

許
可
す
る
。

（
転
入
学
）

（
転
入
学
）

第
二
十
九
条

他
の
大
学
の
大
学
院
に
在
学
す
る
者
で
、
本
研
究
科
に
転
入
学
を
志

第
二
十
七
条

他
の
大
学
の
大
学
院
に
在
学
す
る
者
で
、
本
研
究
科
に
転
入
学
を
志

願
す
る
者
に
対
し
て
は
、
欠
員
の
あ
る
場
合
に
限
り
選
考
の
上
、
許
可
す
る
こ
と

願
す
る
者
に
対
し
て
は
、
欠
員
の
あ
る
場
合
に
限
り
選
考
の
上
許
可
す
る
こ
と
が

が
あ
る
。

あ
る
。

２

（

略

）

２

（

略

）

（
入
学
手
続
）

（
入
学
手
続
）

第
三
十
条

入
学
、
再
入
学
、
編
入
学
、
転
入
学
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
指
定
の

第
二
十
八
条

入
学
、
再
入
学
、
転
入
学
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
指
定

の
期
日

期
日
ま
で
に
保
証
人
を
定
め
、
学
則
及
び
そ
の
他
の
諸
規
則
を
固
く
守
る
こ
と
を

ま
で
に
保
証
人
を
定
め
、
学
則
お
よ
び
そ
の
他
の
諸
規
則
を
固
く
守
る
こ

と
を
誓

誓
約
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

約
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（

略

）

２

（

略

）

（
入
学
許
可
等
）

（
入
学
許
可
等
）

第
三
十
一
条

前
条
第
一
項
に
定
め
る
手
続
及
び
第
三
十
八
条
の
入
学
金
の
納
付
を

第
二
十
九
条

前
条
第
一
項
に
定
め
る
手
続
及
び
第
三
十
五
条
の
入
学
金
の
納
付
を

完
了
し
た
者
に
入
学
を
許
可
す
る
。

完
了
し
た
者
に
入
学
を
許
可
す
る
。

２

（

略

）

２

（

略

）

第
三
十
二
条
～
第
三
十
四
条

（
条
項
の
繰
り
上
げ
）

第
三
十
条
～
第
三
十
二
条

（
条
項
の
繰
り
上
げ
）
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後

改
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（
除
籍
）

（
除
籍
）

第
三
十
五
条

次
の
各
号
に
該
当
す
る
と
き
は
除
籍
す
る
。

第
三
十
三
条

次
の
各
号
に
該
当
す
る
と
き
は
除
籍
す
る
。

（
１
）
疾
病
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
、
成
業
の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

（
１
）
疾
病
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
、
成
業
の
見
込
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者

（
２
）
第
五
条
各
項
に
規
定
す
る
在
学
年
限
を
経
て
、
な
お
所
定
の
課
程
を
修

（
２
）
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
在
学
年
限
を
経
て
、
な
お
所

了
で
き
な
い
者

定
の
課
程
を
修
了
で
き
な
い
者

（
３
）
授
業
料
の
納
付
を
怠
り
、
督
促
を
受
け
て
も
な
お
納
付
し
な
い
者

（
３
）
授
業
料
の
納
付
を
怠
り
、
督
促
を
受
け
て
も
な
お
納
付
し
な
い
者

（
復
籍
）

（
復
籍
）

第
三
十
六
条

前
条
第
三
号
に
よ
り
除
籍
さ
れ
た
者
が
十
四
日
以
内
に
復
籍
を
願
い

第
三
十
三
条
の
２

前
条
第
三
号
に
よ
り
除
籍
さ
れ
た
者
が
十
四
日
以
内
に
復
籍
を

出
た
と
き
は
、
研
究
科
委
員
会
の
議
を
経
て
学
長
が
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

願
い
出
た
と
き
は
、
研
究
科
委
員
会
の
議
を
経
て
学
長
が
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る

。

第
六
章

入
学
検
定
料
、
入
学
金
、
授
業
料

第
六
章

入
学
検
定
料
、
入
学
金
、
授
業
料

（
入
学
検
定
料
）

（
入
学
検
定
料
）

第
三
十
七
条

入
学
、
再
入
学
、
編
入
学
又
は
転
入
学
を
志
願
す
る
者
は
、
願
書
に

第
三
十
四
条

入
学
、
再
入
学
又
は
転
入
学
を
志
願
す
る
者
は
、
願
書
に
添
え
て
別

添
え
て
別
表
第
２
に
定
め
る
入
学
検
定
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

表
第
２
に
定
め
る
入
学
検
定
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
学
金
）

（
入
学
金
）

第
三
十
八
条

入
学
、
再
入
学
、
編
入
学
又
は
転
入
学
試
験
に
合
格
し
た
者
は
所
定

第
三
十
五
条

入
学
、
再
入
学
又
は
転
入
学
試
験
に
合
格
し
た
者
は
所
定
の
期
日
ま

の
期
日
ま
で
に
別
表
第
４
に
定
め
る
入
学
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
に
別
表
第
２
に
定
め
る
入
学
金
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
授
業
料
）

（
授
業
料
）

第
三
十
九
条

授
業
料
は
別
表
第
４
に
定
め
、
次
の
二
期
に
分
け
て
徴
収
す
る
。

第
三
十
六
条

授
業
料
は
別
表
第
２
に
定
め
、
次
の
二
期
に
分
け
て
徴
収
す
る
。

第
一
期

四
月
一
日
か
ら

五
月
三
十
一
日
ま
で

第
一
期

四
月
一
日
か
ら

五
月
三
十
一
日
ま
で

第
二
期

十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で

第
二
期

十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で

２

（

略

）

２

（

略

）

（
納
付
金
の
返
付
）

（
納
付
金
の
返
付
）

第
四
十
条

既
納
の
入
学
検
定
料
、
入
学
金
及
び
授
業
料
は
い
か
な
る
理
由
が
あ
っ

第
三
十
六
条
の
２

既
納
の
入
学
検
定
料
、
入
学
金
及
び
授
業
料
は
い
か
な
る
理
由

て
も
返
付
し
な
い
。

が
あ
っ
て
も
返
付
し
な
い
。

第
七
章

外
国
人
留
学
生
、
科
目
等
履
修
生
、
研
究
員
、
特
別
研
究
学
生

第
七
章

外
国
人
留
学
生
、
科
目
等
履
修
生
、
研
究
員
、
特
別
研
究
学
生

第
四
十
一
条

（
条
項
の
繰
り
上
げ
）

第
三
十
七
条

（
条
項
の
繰
り
上
げ
）
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（
外
国
人
留
学
生
等
に
関
す
る
学
則
上
の
取
扱
い
）

（
外
国
人
留
学
生
等
に
関
す
る
学
則
上
の
取
扱
い
）

第
四
十
二
条

外
国
人
留
学
生
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
規
程
に
よ
る

第
三
十
七
条
の
２

外
国
人
留
学
生
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
規
程
に

ほ
か
は
、
本
学
則
の
規
定
を
準
用
す
る
。

よ
る
ほ
か
は
、
本
学
則
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
四
十
三
条
～
第
四
十
六
条

（
条
項
の
繰
り
上
げ
）

第
三
十
八
条
～
第
四
十
一
条

（
条
項
の
繰
り
上
げ
）

附

則
（
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
）

一

本
学
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
に
在
籍
し
て
い
る
者
に
は
、
入
学
時

の
学
則
を
適
用
す
る
。

二

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
に
本
研
究
科
大
学
院
修
士
課
程
に
在
籍
し
て
い

る
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
七
条
中
、
前
期
課
程
と
あ
る
の
は
修
士
課
程
と
読

み
替
え
る
。
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東 北 薬 科 大 学 大 学 院 学 則

昭和37年 4月 1日制定 平成 7年 4月 1日改正

昭和39年 4月 1日改正 平成 9年 4月 1日改正

昭和44年 4月 1日改正 平成10年 4月 1日改正

昭和50年 4月 1日改正 平成12年 4月 1日改正

昭和52年 4月 1日改正 平成14年 4月 1日改正

昭和55年 4月 1日改正 平成15年 4月 1日改正

平成 2年 4月 1日改正 平成16年 4月 1日改正

平成 3年 4月 1日改正 平成17年 4月 1日改正

平成 3年12月 1日改正 平成19年 4月 1日改正

平成 4年 4月 1日改正 平成20年 4月 1日改正

平成 5年 4月 1日改正 平成22年 4月 1日改正

平成 6年 4月 1日改正 平成24年 4月 1日改正

第 １ 章 総 則

（設 置）

第１条 東北薬科大学に大学院を置く。

（目 的）

第２条 本大学院は学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を究めて文化の進展に寄与す

ることを目的とする。

（自己点検・評価等）

第２条の２ 本大学院は、その教育研究の水準の向上を図り、本大学院の目的及び社会的使命

を達成するため、本大学院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、

その結果を公表するものとする。

２．前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するととも

に、これらを実施するため自己点検・評価委員会を設置するものとする。

３．自己点検・評価規程及び自己点検・評価委員会規程は別に定める。

４．本大学院は、第１項の点検及び評価の結果について、政令で定める期間ごとに、文部科学

大臣の認証を受けた機関による認証を受けるものとする。

（教育内容等の改善のための組織的な研修等）

第２条の３ 本大学院は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実

施するものとする。

（情報の積極的な提供）

第２条の４ 本大学院は、その教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周

知を図ることができる方法によって、積極的に情報を提供するものとする。
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（組 織）

第３条 本大学院に薬学研究科（以下「本研究科」という。）薬科学専攻、博士課程及び薬学

専攻、博士課程を置く。

（課 程）

第４条 本研究科の薬科学専攻の博士課程は、標準修業年限を５年とし、前期２年の課程（以

下「前期課程」という。）及び後期３年の課程（以下「後期課程」という。）に区分し、前

期課程は修士課程として取り扱う。

２．薬学専攻の博士課程は、標準修業年限４年の薬学を履修する課程（以下「薬学履修課程」

という。）とする。

（教育研究上の目的）

第４条の２ 前期課程においては、創薬科学などの生命科学を中心とする専門分野の研究の遂

行に必要な基本知識と技術を修得させ、研究者などの多様な人材を養成することを主たる目

的とする。

２．後期課程においては、創薬科学などの生命科学を中心とする専門分野について、高度の研

究能力及び豊かな学識を養い、国民の健康及び福祉の発展に貢献できる研究者などの多様な

人材を育成することを主たる目的とする。

３．薬学履修課程においては、医療薬学分野について、薬物治療に関する高度かつ先端的な知

識と技術を有し、高度医療を支える薬剤師及び医療薬学分野で活躍する人材を育成すること

を主たる目的とする。

（在学年数）

第５条 前期課程は、４年を超えて在学することができない。

２．後期課程は、６年を超えて在学することができない。

３．薬学履修課程は、８年を超えて在学することができない。

（収容定員）

第６条 本研究科の収容定員は次のとおりとする。

研究科 専 攻 課 程 入学定員 収容定員

博士課程前期課程 ２０ ４０

薬 学 薬科学専攻

博士課程後期課程 ３ ９

研究科

薬 学 専 攻 博 士 課 程 ３ １２

（学 年）

第７条 学年は４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。

（学 期）
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第８条 学年を分けて次の２学期とする。

第１学期 ４月１日から９月３０日まで

第２学期 １０月１日から翌年３月３１日まで

（休業日）

第９条 定期休業日は次のとおりとする。

土曜日及び日曜日

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する日

本学創立記念日 ５月２０日

春 季 休 業 ３月１日から４月５日まで

夏 季 休 業 ８月１日から９月１５日まで

冬 季 休 業 １２月２１日から翌年１月６日まで

２．定期休業日において、必要ある場合には、授業を行うことがある。

３．春季、夏季及び冬季の休業期間は必要により変更することがある。

４．臨時休業はそのつど定める。

第 ２ 章 教育・学科目・履修方法

（学科目単位及び履修方法）

第１０条 本研究科の教育は、別表第１、第２及び第３に定める授業科目の授業及び学位論文

等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。

（指導教授）

第１１条 本研究科委員会は、学生の履修を指導するために、各学生ごとに指導教授を定めな

ければならない。

（他の大学の大学院又は研究所等における指導）

第１１条の２ 教育上有益と認めるときは、他の大学の大学院又は研究所等において必要な研

究指導を受けることを認めることができる。ただし、前期課程の学生について認める場合に

は、当該研究指導を受ける期間は、１年を超えないものとする。

２．他の大学の大学院又は研究所等における指導を受ける場合の取扱いについては別に定める。

（教育方法の特例）

第１１条の３ 教育上特別の必要があると認められる場合は、夜間その他特定の時間又は時期

において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。

（履修学科目の届出）

第１２条 学生は、指導教授の指示によって履修しようとする学科目を、毎学年の初めに本研

究科長に届け出なければならない。

第 ３ 章 試験・課程修了

（単位修得の認定）
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第１３条 各科目の単位修得の認定は試験又は研究報告等により担当教員が行い、合格した者

には所定の単位を与える。

（入学前の既修得単位等の認定）

第１３条の２ 本大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に大学

院において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含

む。）を、本大学院に入学した後の本大学院における授業科目の履修により修得したものと

みなすことができる。

２．前項により修得したものとみなすことができる単位数は、本大学院において修得した単位

以外のものについては、あわせて１０単位を超えないものとする。

３．前２項で修了の要件として認められた場合は本大学院で代りの授業科目を履修することが

できる。

４．前３項にかかる規程は別に定める。

（試験の時期）

第１４条 科目試験は授業の完了した科目について、学期末又は学年末に行う。ただし病気、

その他止むを得ない事由により試験を受けることができなかった者には追試験を行うことが

ある。

（課程修了）

第１５条 本研究科の前期課程を修了しようとする者は、同課程に２年以上在学して、３０単

位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士学位論文の審査及び 終試験に合格

しなければならない。

２．後期課程を修了するためには、同課程に３年以上在学して、２８単位以上修得し、かつ必

要な研究指導を受けた上、博士学位論文を提出して、その審査及び 終試験に合格しなけれ

ばならない。

３．薬学履修課程を修了するためには、同課程に４年以上在学して、４２単位以上修得し、か

つ、必要な研究指導を受けた上、博士学位論文を提出して、その審査及び 終試験に合格し

なければならない。

（学位論文）

第１６条 修士学位論文は、当該専攻科目の専門分野における精深なる学識と研究能力又は高

度の専門性を要する職業等に必要な高度な能力を証左するに足るものでなければならない。

２．博士学位論文は、当該専攻科目の専門分野において、研究者として自立して研究活動を行

うに必要な高度の研究能力及び従来の学術水準に新しい知見を加えて文化の発展に寄与する

ものに足るものでなければならない。

（論文の提出）

第１７条 修士学位論文は、前期課程に１年以上在学し、第１５条で定める単位を修得し、研

究指導を受けた者でなければ提出することができない。

２．修士学位論文は、本研究科委員会が指示した期日までに提出しなければならない。

３．博士学位論文は、後期課程にあっては２年以上、薬学履修課程にあっては３年以上在学し、

第１５条第２項及び第３項で定める単位をそれぞれ修得し、研究指導を受けた者でなければ
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提出することができない。

４．博士学位論文は在学中に提出することを原則とする。

５．前項の期間内に博士学位論文を提出しないで退学した者のうち、後期課程にあっては３年

以上、薬学履修課程にあっては４年以上在学し、かつ、必要な研究指導を受けた者は、退学

した日から起算して３年以内に限り、博士学位論文を提出することができる。

（ 終試験）

第１８条 終試験は、前期課程にあっては、３０単位以上を修得し、必要な研究指導を受け

て修士学位論文を提出した者に対して行う。後期課程にあっては２８単位以上、薬学履修課

程にあっては４２単位以上を修得し、必要な研究指導を受けて博士学位論文を提出した者に

対して行う。

２． 終試験は、学位論文を中心として、これに関連する科目について筆答又は口頭によって

行う。

（課程修了の認定）

第１９条 学位論文の審査及び 終試験は本研究科委員会において選出された審査委員が行い、

合否は審査委員の報告に基づいて研究科委員会が認定する。

（成績の評価）

第２０条 科目試験、学位論文及び 終試験の成績は１００点を満点とし６０点以上を合格と

する。ただし、成績は公表しない。

第 ４ 章 学 位

（学位授与）

第２１条 本研究科に所定の期間在学して第１５条で定める単位を修得し、学位論文の審査及

び 終試験に合格と判定された者には、大学院の課程を修了した者として、前期課程を修了

した者には、修士（薬科学）、後期課程を修了した者には、博士(薬科学)、薬学履修課程を

修了した者には、博士(薬学)の学位を授与する。

第 ５ 章 入学、再入学、進学、編入学、転入学、退学、除籍、復籍

（入学期）

第２２条 入学の時期は毎学年の始めとする。

（入学資格）

第２３条 本研究科前期課程に入学することのできる者は次のとおりとする。

（１）大学を卒業した者

（２）外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者

（３）文部科学大臣の指定した者

（４）大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育における１５年の課程を修

了し、大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認め

た者
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（５）その他本大学院において、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

者

２．後期課程に入学、編入学、転入学することのできる者は次のとおりとする。

（１）大学院薬学研究科博士前期課程を修了した者

（２）大学の理科系大学院博士前期を修了した者

（３）外国の大学の大学院において、修士の学位を授与された者

（４）本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等

以上の学力があると認めたもので、２４歳に達した者

３．薬学履修課程に入学することのできる者は次のとおりとする。

（１）大学の薬学（臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とする学部又は

学科に限る。）を履修する課程を卒業した者で薬剤師免許を有する者

（２）薬学系の大学院博士前期課程（修士課程）を修了した者で薬剤師免許を有する

者

（３）本大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位を有する者と同等

以上の学力があると認めたもので、薬剤師免許を有し２４歳に達した者

（出願手続）

第２４条 入学を志願する者は、入学願書及びその他の書類を所定の期日までに提出しなけれ

ばならない。

（選考）

第２５条 入学志願者に対しては、課程を修めるために必要な学力、人物及び身体について選

考の上、合格者にその旨を通知する。

（再入学）

第２６条 課程の中途において退学した者が再入学を願い出たときは、欠員のある場合に限り

選考の上許可することがある。

（進 学）

第２７条 本研究科前期課程を修了して引続き後期課程に進学することを願い出た者に対して

は別に定めるところにより選考の上、進学を許可する。

（編入学）

第２８条 他の大学の大学院前期課程(又は修士課程)を修了した者が、本研究科後期課程に編

入学を願い出たときは、選考の上、編入学を許可する。

（転入学）

第２９条 他の大学の大学院に在学する者で、本研究科に転入学を志願する者に対しては、欠

員のある場合に限り選考の上、許可することがある。

２．前項の規定により転入学を志願する場合は、研究科の長又は大学の長の許可書を願書に添

付しなければならない。

（入学手続）
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第３０条 入学、再入学、編入学、転入学試験に合格した者は、指定の期日までに保証人を定

め、学則及びその他の諸規則を固く守ることを誓約しなければならない。

２．前項の誓約等については別に定める。

（入学許可等）

第３１条 前条第１項に定める手続及び第３８条の入学金の納付を完了した者に入学を許可す

る。

２．前項により入学を許可された者は、入学宣誓式に列席しなければならない。

（休 学）

第３２条 休学しようとする者は、事由を詳記して保証人連署の願書を提出してその許可を得

なければならない。ただし、疾病のため休学しようとするときは医師の診断書を添えなけれ

ばならない。

２．休学が引き続き３ヶ月以上にわたるときは、その期間は在学年数に算入しない。

（復 学）

第３３条 休学中の者が事由がなくなったときは復学を願い出て、その許可を得なければなら

ない。ただし、疾病による休学者は医師の診断書を添えなければならない。

（退 学）

第３４条 退学をしようとする者は、事由を詳記して保証人連署の願書を提出してその許可を

得なければならない。

２．他の大学、他の大学の大学院の入学試験を受けようとするときも前項の退学願を提出して

その許可を得なければならない。

（除 籍）

第３５条 次の各号に該当するときは除籍する。

（１）疾病その他の事故により、成業の見込がないと認められる者

（２）第５条各項に規定する在学年限を経て、なお所定の課程を修了できない者

（３）授業料の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者

（復 籍）

第３６条 前条第３号により除籍された者が１４日以内に復籍を願い出たときは、研究科委員

会の議を経て学長が許可することがある。

第 ６ 章 入学検定料、入学金、授業料

（入学検定料）

第３７条 入学、再入学、編入学又は転入学を志願する者は、願書に添えて別表第４に定める

入学検定料を納付しなければならない。

（入学金）

第３８条 入学、再入学、編入学又は転入学試験に合格した者は所定の期日までに別表第４に
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定める入学金を納付しなければならない。

（授業料）

第３９条 授業料は別表第４に定め、次の２期に分けて徴収する。

第１期 ４月１日から５月３１日まで

第２期 １０月１日から１１月３０日まで

２．授業料は休学者も納付しなければならない。ただし、事由を付して保証人連署の願書を提

出した場合には、詮議の上一部を免除することがある。

（納付金の返付）

第４０条 既納の入学検定料、入学金及び授業料はいかなる理由があっても返付しない。

第 ７ 章 外国人留学生、科目等履修生、研究員、特別研究学生

（外国人留学生）

第４１条 外国人で入学、転入学を志願する者があるときは、学力検定のうえ、研究科委員会

の議を経て、外国人留学生として入学を許可することができる。

２．外国人留学生の授業科目、単位数及び履修方法は、第１０条に定めるとおりとする。

３．外国からの留学生に関する規程は、別に定める。

（外国人留学生等に関する学則上の取扱い）

第４２条 外国人留学生の取扱いについては、別に定める規程によるほかは、本学則の規定を

準用する。

（科目等履修生）

第４３条 本学大学院学生以外の者で、本学大学院において開設する一又は複数の授業科目の

履修を志願する者がある場合には、本学の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、科

目等履修生としてその入学を許可することがある。

２．大学院科目等履修生規程は別に定める。

（研究員）

第４４条 本学大学院において特定の専門事項について研究することを志願する者がある場合

には、本学の教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、大学院研究員として入学を許可

することがある。

２．大学院研究員規程は別に定める。

（特別研究学生）

第４５条 他の大学又は外国の大学の大学院の学生で、大学間の協議に基づき、本学の大学院

において研究指導を願い出る者があるときは、選考の上、研究科委員会の議を経て、特別研

究学生として受け入れを許可することができる。

２．特別研究学生に関する取扱いは別に定める。

第 ８ 章 懲 戒
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（懲 戒）

第４６条 本学の規則命令に違背し、又は学生の本分に反する行為のあった者は所定の手続に

よって懲戒する。

２．懲戒の種類は、戒告、停学及び退学とする。

附 則

１．この学則は、昭和３７年４月１日から施行する。

２．この学則に定めるもののほか、本研究科学生に関し必要な事項は大学学則の規定を準用す

る。

（この間の附則は省略）

附 則 （平成２２年４月１日）

１．本学則は、平成２２年４月１日から施行する。

ただし、平成２２年３月３１日に在籍している者には、入学時の学則を適用する。

附 則 （平成２４年４月１日）

１．本学則は、平成２４年４月１日から施行する。

ただし、平成２４年３月３１日に在籍している者には、入学時の学則を適用する。

２．平成２４年３月３１日に本研究科大学院修士課程に在籍している者については、第２７条

中、前期課程とあるのは修士課程と読み替える。
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別表第１

（薬科学専攻 前期課程）

学 科 課 程 表

講義その他

専門課程 授 業 科 目 単位数

の区分

創薬化学特論 講 義 １

薬品合成化学特論 〃 １

分子創薬学特論 〃 １

医薬品化学特論 〃 １

薬品分析学特論 〃 １

分子構造解析学特論 〃 １

天然物化学特論 〃 １

生薬学特論 〃 １

放射薬品学特論 〃 １

薬理学特論 〃 １

薬学研究科 機能形態学特論 〃 １

(薬科学専攻) 機能病態分子学特論 〃 １

細胞制御学特論 〃 １

生体膜情報学特論 〃 １

分子生物学特論 〃 １

生化学特論 〃 １

感染生体防御学特論 〃 １

環境衛生学特論 〃 １

病原微生物・化学療法学特論 〃 １

薬品物理化学特論 〃 １

医薬品情報科学特論 〃 １

※演習ゼミナール 演 習 ４

※課題研究 実 験 １６

※印は必修、特論講義は１０単位以上（但し創

備 考 薬科学コース、生命科学コース別に、それぞれ

の専門コースの講義を５単位以上含むこと）、

演習ゼミナ－ル４単位、課題研究１６単位あわ

せて３０単位以上を修得しなければならない。
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別表第２

（薬科学専攻 後期課程）

学 科 課 程 表

（ 生 命 科 学 コ ー ス ）

専 門 課 程 授 業 科 目 1年 次 2年 次 3年 次 合 計

薬 学 研 究 科 生 命 科 学 特 別 演 習 Ｉ 4 4

（ 薬 科 学 専 攻 ） 生 命 科 学 特 別 演 習 II 4 4

生 命 科 学 特 別 研 究 20 2 0

合 計 28

（ 創 薬 科 学 コ ー ス ）

専 門 課 程 授 業 科 目 1年 次 2年 次 3年 次 合 計

薬 学 研 究 科 創 薬 科 学 特 別 演 習 Ｉ 4 4

（ 薬 科 学 専 攻 ） 創 薬 科 学 特 別 演 習 II 4 4

創 薬 科 学 特 別 研 究 20 2 0

合 計 28

※所属する専攻の特別演習Ⅰ（４単位）、Ⅱ（４単位）及び特別研究（２０単

位）の２８単位（選択必修）を修得しなければならない。
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別表第３

（薬学専攻 薬学履修課程）

学 科 課 程 表

講義その他

専門課程 授 業 科 目 単位数 必修 選択

の区分

症候学特論 講義・演習 １ ○

臨床薬理学特論 講 義 １ ○

臨床薬物動態学特論 〃 １ ○

実践薬物治療学特論 〃 １ ○

医薬品情報科学特論 〃 １ ○

自然免疫特論 〃 １ ○

臨床分析学特論 〃 １ ○

放射薬学特論 〃 １ ○

臨床生化学特論 〃 １ ○

機能病態分子学特論 〃 １ ○

薬学研究科 天然物医薬品化学特論 〃 １ ○

(薬学専攻) 医薬品創製学特論 〃 １ ○

医薬品合成化学特論 〃 １ ○

微生物学特論 〃 １ ○

応用細胞情報学特論 〃 １ ○

生薬学特論 〃 １ ○

臨床細胞制御学特論 〃 １ ○

ゲノム医学特論 〃 １ ○

分子医薬化学特論 〃 １ ○

薬品物理化学特論 〃 １ ○

臨床薬学研修 I 研 修 ５ ○

臨床薬学研修 II 研 修 ４ ○

演習ゼミナール I 演 習 ４ ○

演習ゼミナール II 演 習 ４ ○

演習ゼミナール III 演 習 ４ ○

課題研究 実 験 ２０ ○

備 考 症候学特論（１単位）と臨床薬学研修Ⅰ（５単位）を必修、臨床薬

学研修Ⅱ（４単位）と演習ゼミナ−ルⅠ（４単位）を選択必修と

し、これに加え選択科目の特論講義４単位以上と演習ゼミナ－ルⅡ

（４単位）およびⅢ（４単位）、課題研究２０単位（選択必修）あ

わせて４２単位以上を修得しなければならない。
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別表第４

平成２４年度 納 付 金 一 覧 表

後期課程
前期課程 科目等履修生 研 究 員

薬学履修課程

入学 円 円 円 円
３５，０００ ３５，０００

検定料

２００，０００ ２００，０００ ２００，０００
入学金 １０，０００

（１００，０００） （１００，０００） （１００，０００）

1単位当

授業料 ７５０，０００ ７８０，０００ ２０，０００ ８３０，０００

※ 備考

１ 入学金についての（ ）内は本学卒業者の納付額とする。但し、後期課程、薬学履

修課程及び大学院研究員の入学金については、本学大学院前期課程修了者は免除す

る。
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東北薬科大学大学院薬学研究科委員会規程

昭和37年 4月 1日制定

昭和63年 3月 1日改正

平成19年 4月 1日改正

（設 置）

第１条 東北薬科大学大学院薬学研究科（以下｢研究科｣という）の重要事項を審議するため

薬学研究科委員会(以下｢委員会｣という)をおく。

（組 織）

第２条 委員会は、研究科長及び研究科の教授を以て組織する。但し必要あるときは、委員会

の議を経て、准教授又は責任の講師、助教を加えることができる。

２ 研究科長は、構成員の中から委員会の推薦を経て、理事会が任命する。

（審議事項）

第３条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

（１）研究科の教員の選考に関する事項

（２）学位論文の審査及び学位授与に関する事項

（３）教育課程に関する事項

（４）学生の入学、休学、退学、転学、除籍及び専門課程の変更に関する事項

（５）外国人学生に関する事項

（６）学生の試験に関する事項

（７）学生の賞罰に関する事項

（８）その他研究科の教育及び研究並びに運営に関する事項

（会議の招集）

第４条 委員会は研究科長が招集し、その議長となる。但し、研究科長に事故あるときは、あ

らかじめ委員会において互選した教授がその職務を代行する。

（委員会の成立及び議決）

第５条 委員会は、教授の３分の２以上の出席がなければ、議事を開き議決することができな

い。

２ 議事は、特別の定めある場合を除き、出席者の過半数をもって決し可否同数のときは

議長の決するところによる。

（議事録）

第６条 研究科長は議事録を作成し、研究科委員会にその承認を得なければならない。

２ 議事録の作成並びに保管は事務局長がその掌に当るものとする。

（その他）

第７条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員会の議を経て研究科長が定める。

（規定改正）

第８条 この規程は、委員会において出席者の３分の２以上の同意がなければ改正することが
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できない。

附則

本規程は、昭和37年4月1日から施行する。

附則（昭和63年3月1日）

本規程は、昭和63年3月1日から施行する。

附則（平成19年4月 1日）

本規程は、平成19年4月1日から施行する。
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